
国道 357 号 横浜ベイブリッジ夜間片側交互通行規制のお知らせ 
 

国道３５７号横浜ベイブリッジの一部区間において、門型標識の点検を実施するため、夜間片側

交互通行規制を行います。 
道路利用者の皆様には、通行規制に伴いご不便、ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお

願いいたします。 
点検期間中は、渋滞の可能性があるため、首都高速湾岸線のご利用等、迂回のご検討いただきま

すようお願いいたします。 
片側交互通行区間は、開口部が狭くセミトレーラーなどの大型車の通行は可能ですが、通行が難

しくなっております。通行される際は、交通誘導員の指示に従い十分ご注意のうえご走行ください。 
（開口部 16m 程度） 

 
■通行規制日時：令和６年１０月１６日（水） ２１：００～翌５：００【天候により変更の予定あり】 

       （予備日）１０月１７日（木） ２１：００～翌５：００ 
 
■場所    ：神奈川県横浜市中区本牧ふ頭地先（国道３５７号 横浜ベイブリッジ） 
 
■発注者   ：国土交通省 関東地方整備局 横浜国道事務所 

 

■問い合わせ先：日本工営株式会社（受注者） 
代表電話 03-5276-7695 
現場代理人：菅原 典大（携帯 090-2760-5480）、鹿内 陽介（携帯 080-2344-2603） 

 

 
図 1 通行規制区間 

 

約 1.0km 片側交互通行規制 

（国道 357 号） 
※首都高速湾岸線（ベイブリッジ）

の交通規制はありません 



 
 

 

 

図 2 規制イメージ図 
※上り線も同様に規制 

クッションドラムを撤去した部分をご走行頂けます。 


